
 羽島市長等及び職員のハラスメント防止等に関する条例をここに公布する。 

 

  令和８年３月２６日 

 

羽島市長 松 井  聡     

 

羽島市条例第５号 

   羽島市長等及び職員のハラスメント防止等に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、ハラスメントの防止のための措置及びハラスメントに起因する

問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることに

より、市長等及び職員がハラスメントを理解し、人格及び尊厳を尊重し、快適に働

くことができる良好な勤務環境を確立することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。 

 ⑵ 職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規定する一

般職に属する職員で本市に勤務するものをいう。 

 ⑶ 派遣労働者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

する法律（昭和６０年法律第８号）第２条第２号に規定する派遣労働者であって、

本市の各機関を役務の提供先とするものをいう。 

 ⑷ ハラスメント パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、

出産、育児又は介護に関するハラスメントその他誹謗、中傷、事実に反する風説

の流布その他の嫌がらせとなる言動であって相手方の人格若しくは尊厳又は勤務

環境（議員活動を行う上での環境を含む。以下この条において同じ。）を害するも

のをいう。 

 ⑸ パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業

務（議員活動を含む。）上必要かつ相当な範囲を越える言動であって、相手方に精

神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は相手方の人格若しくは尊厳若しくは勤務

環境を害するものをいう。 



 ⑹ セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる性的な言動をいう。 

 ⑺ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げるものをいう。 

  ア 次に掲げる事由に関する言動により相手方の勤務環境が害されること。 

   （ア） 妊娠したこと。 

   （イ） 出産したこと。 

   （ウ） 妊娠又は出産に起因する病状により勤務すること（議員活動を行うこ

とを含む。）ができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下し

たこと。 

   （エ） 不妊治療を受けること。 

  イ 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により

相手方の勤務環境が害されること。 

 （市長等の責務） 

第３条 市長は、職員がその能力を十分に発揮できる勤務環境を確保するため、職員

に対しハラスメントの防止に関する研修等の周知啓発を行い、ハラスメントに係る

事案（以下「事案」という。）の相談、調査、審議等に関する体制を整備するとと

もに、ハラスメントに起因して職員の人格若しくは尊厳若しくは勤務環境が害され、

又は職員に不利益が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければなら

ない。 

２ 副市長は、市長を補佐し、前項に規定する措置等をともに実施しなければならな

い。 

３ 教育長は、教育行政の運営において、この条例の目的を実現するよう、その職務

を遂行しなければならない。 

 （管理監督者の責務） 

第４条 管理監督者（地方公務員法第２８条の２第１項に規定する管理監督職にある

職員その他の職員を監督する立場にある職員をいう。以下この条において同じ。）

は、職員の育成及び能力開発が責務であることに留意するとともに、職場における

ハラスメントの防止に努めなければならない。 

２ 管理監督者は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措

置を迅速かつ適切に講じなければならない。 

３ 管理監督者は、ハラスメントの相談及び苦情の申出、調査への協力その他のハラ

スメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受ける



ことがないように配慮しなければならない。 

 （職員の責務） 

第５条 職員は、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーとして認め、互いの人権

を尊重しなければならない。 

 （ハラスメントの禁止等） 

第６条 市長等及び職員は、ハラスメントが個人の人格又は尊厳を不当に傷つける人

権侵害に当たることを理解し、ハラスメントを行ってはならない。 

２ 市長等及び職員は、ハラスメントに起因する問題の解決のため、必要な調査等に

誠実に協力しなければならない。 

 （相談の申出） 

第７条 市長等、職員若しくは議員からのハラスメントを受けた職員若しくは派遣労

働者又は当該ハラスメントを目撃し、若しくは把握した職員若しくは派遣労働者は、

次条第１項の相談員又は第１０条第１項の委員会に対し、当該ハラスメントの相談

及び苦情を申し出ること（以下「申出」という。）ができる。 

 （ハラスメント相談員） 

第８条 申出に対応するための窓口として、ハラスメント相談員（以下「相談員」と

いう。）を置く。 

２ 相談員は、次に掲げる職務を行う。 

 ⑴ 申出を受けること。 

 ⑵ 事実確認等の調査を行い、事案の当事者その他事案の関係者（以下「当事者等」

という。）に対し適切な指導及び助言、必要なあっせん等を行うこと。ただし、ハ

ラスメントを行ったとされる者が次に掲げる者である場合には、それぞれ次に定

める職務を行うものとする。 

  ア 市長等 第１０条第１項の委員会に事実確認等の調査を依頼すること。 

  イ 議員 当該申出について市長に報告すること。 

３ 相談員は、職員のうちから市長が任命する。 

４ 相談員は、事実確認等の調査に当たり、事情の聴取、書類、物件その他の証拠の

提出等を当事者等に対して求めることができる。 

５ 相談員は、ハラスメントを行ったとされる者が職員である事案について、事案の

内容、調査の結果等から判断し、問題の解決を図ることが困難と認められるときは、

当該事案に係る処理を第１０条第１項の委員会に依頼することができる。 



６ 第２項から前項までに定めるもののほか、相談員の職務及び任命に関し必要な事

項は、規則で定める。 

 （処理の依頼等） 

第９条 市長は、前条第２項第２号イ又は次条第２項第２号イの規定による報告を受

けたときは、当該事案に係る処理を議長に依頼するものとする。 

２ 市長は、議員が市長等又は職員からハラスメントを受けたとされる事案について、

議長から処理の依頼があったときは、事実確認等の調査その他の必要な措置を行う

ものとし、当該事案に係る処理を完了したときは、その処理の内容等を議長に報告

しなければならない。 

 （ハラスメント審議委員会） 

第１０条 申出に対する事実確認等の調査を行い、事案の適切な処理及び解決につい

て審議するため、羽島市ハラスメント審議委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

２ 委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。 

 ⑴ 申出を受けること。 

 ⑵ 事実確認等の調査を行い、ハラスメントの事実認定及び問題解決のための必要

な措置について審議し、当事者等に対し適切な指導及び助言、必要なあっせん等

を行うこと。ただし、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事務を行うもの

とする。 

  ア ハラスメントを行ったとされる者が市長等である場合又は前条第２項の規定

による依頼があった場合 事実確認等の調査を行い、調査の結果を市長に報告

し、第１２条第１項の審査会への諮問に係る事務を行うこと。 

  イ ハラスメントを行ったとされる者が議員である場合 当該申出について市長

に報告すること。 

３ 委員会は、委員７人以内をもって組織する。 

４ 委員会の委員は、職員のうちから市長が任命する。 

５ 第８条第４項の規定は、委員会が行う事実確認等の調査について準用する。 

６ 委員会は、ハラスメントを行ったとされる者が職員である事案について、その処

理が特に困難なものと認められるときは、市長にその旨を報告するものとする。 

７ 第２項から前項までに定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事

項は規則で定める。 



 （意見聴取） 

第１１条 市長は、前条第２項第２号ア又は第６項の規定による報告を受けたときは、

当該事案の処理について次条第１項の審査会の意見を聴かなければならない。 

 （ハラスメント審査会） 

第１２条 ハラスメントを行ったとされる者が市長等である事案等の適切な処理及び

解決について審査するため、羽島市ハラスメント審査会（以下「審査会」という。）

を置く。 

２ 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事務を行い、その結果を答申するもの

とする。 

 ⑴ 必要に応じて事実確認等の調査を行うこと。 

 ⑵ ハラスメントの事実認定及び問題解決のための必要な措置について審査するこ

と。 

 ⑶ その他申出等の処理に関し必要な事項について、調査及び審査をすること。 

３ 審査会は、委員３人以内をもって組織する。 

４ 審査会の委員は、ハラスメントに関する識見を有する者のうちから市長が委嘱す

る。 

５ 審査会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合

における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 市長は、審査会の委員が議事に係る事案について直接の利害関係を有するときは、

当該委員に代えて臨時に委員を置くことができる。 

７ 前項に規定する臨時の委員は、ハラスメントに関する識見を有する者のうちから

市長が委嘱する。 

８ 第８条第４項の規定は、審査会が行う事実確認等の調査について準用する。 

９ 第２項から前項までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事

項は規則で定める。 

 （対応措置） 

第１３条 市長は、公正な事実確認等の調査によりハラスメントの事実が確認された

場合は、懲戒処分等の人事上の措置その他の問題解決のための必要な措置を迅速か

つ適切に講じなければならない。この場合において、当該ハラスメントが市長等に

よるものであるときは、前条第２項の規定による答申を踏まえて、当該ハラスメン

トを行った者の氏名、事案の内容及び問題解決のため講ずる措置に関する事項の全



部又は一部を公表することができる。 

 （プライバシーの保護及び秘密の保持） 

第１４条 相談員、委員会及び審査会の委員その他事案に関する業務に携わる職員は、

当事者等のプライバシーに十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。 

 （不利益取扱いの禁止） 

第１５条 市長等及び職員は、ハラスメントに関する相談等を申し出たことを理由と

して、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。 

 （事業者等からの要請に係る措置） 

第１６条 市長は、市長等又は職員からハラスメントを受けたとされる事案について、

派遣労働者を雇用する事業者、市と業務委託契約その他の契約を締結している事業

者その他の市が行う事業に関係する事業者等から必要な協力を求められた場合は、

この条例の規定に準じた措置を行うよう努めるものとする。 

 （職務の代理） 

第１７条 ハラスメントを行ったとされる者が市長である事案においては、この条例

の規定による権限の行使は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５２条の

規定に準じて副市長等がその職務を代理する。 

 （委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

   附 則  

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われたハラスメントについて適

用するものとする。 


